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スポーツ健康科学研究科委員会規程 
 

                             ２０１０年４月１日制定 
（趣旨） 
第１条 この規程は、大学院学則第３２条第４項に基づき、スポーツ健康科学研究科委員会（以
下「研究科委員会」という。）に関し必要な事項を定める。 
 
（組織） 
第２条 研究科委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する（以下「構成員」という）。 
（１）スポーツ健康科学研究科の専任の教授、准教授及び講師 
（２）スポーツ健康科学研究科の特別客員教授 
２ 研究科委員会が必要と認めたときは、スポーツ健康科学部に所属する専任の教授、准教授、
講師及び助教を研究科委員会に出席させることができる。 
 
（任期付教員） 
第３条 スポーツ健康科学研究科の任期付教員たる教授、准教授及び講師は、研究科委員会に出
席し、意見を述べることができる。 
 
（審議事項） 
第４条 研究科委員会は、スポーツ健康科学研究科に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
（１） 教育研究に関する事項 
（２） 授業及び研究指導に関する事項 
（３） 教員の人事に関する事項 
（４） 学位論文審査に関する事項 
（５） 学則、研究科諸規程に関する事項 
（６） 学生の入学、退学、休学、修了等に関する事項 
（７） 学生の懲戒に関する事項 
（８） その他研究科委員会が必要と認める事項 
 
（研究科長） 
第５条 大学院学則第３３条に基づき、スポーツ健康科学研究科長は、スポーツ健康科学部長が
兼務する。 
２ 研究科長に支障のあるときは、大学院専攻教務主任が、その職務を代行する。 
 
（開催） 
第６条 研究科委員会は研究科長が招集し、議長となる。 
２ 構成員の５分の１以上の者から議題及びその理由を示して研究科委員会の開催の請求があっ
たときは、研究科長はすみやかに研究科委員会を招集しなければならない。 
 
（定足数及び議事） 
第７条 研究科委員会は出席可能教員（構成員から在外研究者、国内研究者、休職者を除く。以
下同じ）の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもって議決する。可
否同数のときは議長の決するところによる。 
２ 前項の規定にかかわらず、教員の人件、修士課程の修了判定の審議には、出席可能教員の３
分の２以上の出席を必要とし、出席者の３分の２以上の賛成をもって議決する。 
 
（改廃） 
第８条 この規程の改廃は、研究科委員会において決定する。 
 
   附 則 
  この規程は、２０１０年４月１日から施行する。 
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